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議議議議        事事事事        録録録録    会議の名称 令和 3年 愛荘町教育委員会 第 7回定例会  開催日時 令和 3年 8月 26日（木）午後 1時 30 分 開催場所 秦荘庁舎 2階 大会議室 出席者 【教育長】徳田寿 【教育委員】3名 森秀昭、松浦延代、中村由香里 【事 務 局】7名 教育次長     上林市治  教育振興課課長  辻 裕樹 教育振興課参事  岸邉知子  生涯学習課課長  陌間秀介 給食センター所長 本田有弘  図書館長     茶谷えりか 教育振興課係長  久保泰代   【傍 聴 人】0名 議事日程 日程第 1  議案第 26号  令和 4年度使用教科用図書の採択について 日程第 2  承認第 10 号   区域外就学の専決処分につき承認を求めることについて 日程第 3   承認第 11 号   要保護および準要保護児童生徒の認定の専決処分につき承認を求めることについて 作成者 教育振興課 久保 泰代   上林次長   教育長             

午後 1時 30 分開会  ただいまから令和3年第7回教育委員会定例会を開催させていただきます。それでは開会にあたりまして教育長ご挨拶をお願いします。  本日は大変お忙しい中、第 7回定例会にご出席をいただきありがとうございます。 さて、前回の定例会の冒頭の挨拶でコロナ禍における教職員のワクチン接種は進みそうである。そのことで現場のリスクが少しでも減少し、２学期を迎えられたら幸いであるが、という話をさせていただきました。ただ一方でオリンピック・パラリンピックの開催もあり、2 学期の始まりがどうなるか懸念をしているというようなことをお話しさせていただいておりました。 今般滋賀県にも 8 月 27 日～9 月 12 日まで緊急事態宣言が発令されることになり、懸念が現実のものとなってしまいました。現在その感染拡大に歯止めをかけるべく、学校・施設等における感染防止対策の徹底に向け、町長部局とも連携しながら、取組みを加速させているところです。すでに学校・園と頻繁に連絡・連携を取りまして 8 月に入りましてから、すでに 2 回臨時の校



 2

                        上林次長   教育長         各委員  

園長会を開催させていただきましたけれども、明日から予定どおり 2 学期をスタートするということで進んでおります。しかし明日再度校園長会を開いて共通理解、或いは徹底すべきこと等について十分連携しながら進めていきたいと思っているところでございます。後で教育次長の方から詳しく今後の対応については報告をさせていただきますけれども、先ほど申しましたように、現在のところ予定どおり 2 学期をスタートさせまして、教育活動を進めていく予定です。ただし制限期間中の 2 日間にわたりまして二つの中学校で体育大会が予定をされておりましたが、これにつきましては延期ということで対応をさせていただこうと考えております。また中学校の部活動につきましても期間中は活動停止・社会教育の中でのスポーツ少年団の活動や文化的な活動を子どもが関わるものにつきましても活動停止または中止ということで考えているところでございます。一方で子どもたちや町民の学びを止めないで、教育活動を行っていくための手立てを各所属で再度練り直しているところでもあります。気の遠くなるようなコロナとの戦いではありますが、こうした時こそ人と人とのつながりを大切にしながら乗り越えていきたいと考えております。 さて本日の定例会でございますが、教科書採択についての重要な協議があります。また会議終了後には完成しました愛知中学校の新教室棟を視察いただくことにもなっております。限られた時間ではありますが、委員の皆様からお気づきの点等、様々な角度から幅広くご意見を賜りますようよろしくお願いいたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。  それでは本日の議案日程につきましてはお手元に配布のとおりでございます。議事進行については教育長よろしくお願いいたします。  ただいまの教育長を含む出席委員は 4 名で定数に達しています。よって令和 3 年愛荘町教育委員会第 7 回定例会は成立いたしましたので開会いたします。 最初に議事録の承認です。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第 9 条において、議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときはこれを会議に諮って決定するとされています。令和 3 年第 6 回定例会の議事録について事務局からあらかじめ配布され確認していただいていると思いますが、それぞれの議事録についてご異議はございませんか。  【異議なし】  
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教育長                  教育長 辻課長 教育長      教育長  森委員          

それでは、令和 3 年第 6 回定例会の議事録は承認いただきました。後ほど委員の皆さんにはご署名をお願いします。 なお、本日の令和 3 年第 7 回定例会の議事録署名も全員で行いますので、よろしくお願いします。 それでは議題に入ります。日程第 1「議案 第 26 号 令和 4 年度使用教科用図書の採択について」を議題といたします。 ご存知のように義務教育段階で使用される教科書については、法律等によって採択方法が定められております。市町村教育委員会は都道府県教育委員会が設定する広域の採択地域内において同一の教科書を採択しなければならないとされています。 今回は令和 4 年度より使用する小中学校特別支援学級用教科書および中学校社会科歴史分野の教科書の採択について協議いただき、承認を得るものです。つきましては第 4 地区採択協議会の協議結果がお手元に届いているかと思いますので、そちらをご覧いただきたいと思います。 なお、今回の採択につきましては私からおよび事務局の説明の後、委員の皆さんからのご意見を頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは事務局から説明をお願いします。  ―議案第 26 号の説明―  ただいまひととおりの説明が終わりました。中学校社会科の教科書について実物がございます。ここで少し時間を取りますので確認をしていただけますでしょうか。 後ほどご質問をお受けしたいと思います。   ―採択教科書の確認―  ありがとうございました。委員の皆様からご質問等ございますか。  特別支援関係の教科書は一般図書も含めたくさんありますので、選定も毎年大変と思っています。しかし教科書として使用されるものは子どもたちが楽しく学べるということが大切です。 中学校については以前から暮らしに役立つシリーズがずっと使われていると思います。 教科書として使用されるものには、「子どもと一緒に楽しめる」「見ていて楽しい」「見やすい」ということが重要であると思います。 ただ大人の目で見ていると、子どもと同じ目線に立てないということもあり子どもが興味を持つことを重要視し検討する必要があります。 また、子どもが見やすい・興味がある教科書は教師にとっても指導しやす
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                    松浦委員         中村委員    教育長     

い教科書であり子どもたちにとっては理解しやすい教科書になると思います。 だから書店に行き児童図書関係や絵本を見た際、この本であればいろんな子どもたちに理解できるなと思うものがたくさんあるので、そういうものをどんどん有効利用していっていただきたいと感じております。 それから 5 年ほど前私も中学校の社会の先生と一緒に 1 年間研修させてもらう機会がありました。我々が学習していた際は何年生はこの分野を学習するというふうに決まっていましたし、面白い教科書と見ても面白くない教科書があったと感じています。 今授業を今見せていただくと、1 学年の中で各分野を合わせて学習しており、歴史と地理を別々に学習するよりも、同時に学習すると面白いだろうなということを感じていました。これだと日本国内だけでなく、国外のことも総合的に学習できよいと思います。 また、今の教科書は非常に見やすく、子どもも理解しやすいと思います。 そして見開き 2 ページでまとめられており、ある程度文章で書かれていますが、一部はあえて書かずに子どもたちに調べさせるような工夫がされているということを感じました。 子どもたちが大変な時期ですが、楽しんで学習することを希望します。また、勉強は面白いなと感じて学習して欲しいと思いました。  私は身近にこういう教科書を見られる家族構成・家庭環境ではないので、いつも思いますが昔と随分変わったと思います。また子どもの目線ということで、本嫌いの子どもでも見てみたいという気持ちになってくれて、本に親しみを感じるような教科書を採択されていると思います。子どもが明るく楽しく理解しやすいと授業が進めやすいと思います。 中学校の教科書でも単元ごとにまとめられており、子どもたちにとっては試験の時にもまとめられていたらある程度理解でき、自分が理解できているかいないかということがわかり、次のステップに進みやすいと思います。  さきほど見せてもらった中学校の教科書は子どものオープンスクールに行った際そこでも使いますと話されていた社会の教科書だなと思って見ていました。  ありがとうございました。 確かに社会科の教科書もそれぞれ教科書会社が工夫をしています。 子どもが自分 1 人でも学んでいけるようなヒントをいろんなところにちりばめられていたり、他の教科との関連や学習にスムーズに入っていけるよう工夫されているところもあります。私の中学校時代と比べると歴史の教科書
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       各委員  教育長       各委員  教育長                教育長    

はページ数が増えましたが写真やイラストをうまくちりばめ非常に鮮やかになったと思います。また丁寧に書いている部分もあり、考えさせる部分もあり、教科書で学べる工夫が散りばめられていると感じました。 それでは他にご意見等ございませんか。 それではこれより議案第 26 号を採決いたします。本は第 4地区採択協議会の決定とおりとしてよろしいかお願い致します。       【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 26号は原案とおり承認されました。 続いての議題に入る前に承認第 10 号、承認第 11 号は個人情報に関わる議題となっております。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第 5 条の規定により「人事に関する事件、その他の事件について出席委員の 3 分の 2以上の多数で議決したときはこれを公開しないことができる。」となっております。この議案については、公開しないことしてよろしいか、お諮りします。  【異議なし】  異議なしと認めます。よって承認第 10 号、承認第 11 号は非公開といたします。  ●上記の決定により、承認第 10 号、承認第 11号は非公開とする。  「承認第 10 号 区域外就学の専決処分につき承認を求めることについて」  承認件数    小学生        2 名  「承認第 11 号 要保護および準要保護児童生徒の認定の専決処分につき承認を求めることについて」  承認件数    小学生        3 名 中学生       4 名 以上で、令和 3第 7回定例会の案件はすべて終了しました。  午後 2時 20 分 閉会  
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